
令和２年度 第５回函館市障がい者計画策定推進委員会 

R2.12.11 資料１－１ 

第６期函館市障がい福祉計画（たたき台）の修正点について 

頁 
変更内容 

変更理由 
旧 新 

１ ２ 計画の位置付け 

（略） 

障がい者基本法第11条第

３項に基づき策定してい

る「函館市障がい者基本

計画」の実施計画として

位置付けられるものです｡ 

２ 計画の位置付け 

 （略） 

障害者基本法第 11条第３

項に基づき策定している

「函館市障がい者基本計

画」の実施計画として位

置付けられるものです。 

 

法律の名称に用いられ

ている「害」のため漢

字表記に改めた。 

２ ① 障がいのある人の自己

決定の尊重と意思決定の

支援 

 （略） 

その自立と社会参加   

            

      の実現を図

っていくことができるよ

う，障がい福祉サービス

等および障害児通所支援

等の充実を図ります。 

① 障がいのある人の自己

決定の尊重と意思決定の

支援 

 （略） 

その自立と社会参加ひい

ては包摂的（インクルー

シブ）な社会の実現を図

っていくことができるよ

う，障がい福祉サービス

等および障害児通所支援

等の充実を図ります。 

委員の意見の反映 

２ ② 障がい種別によらない

サービス提供の推進 

（略） 

障がい福祉サービスの活

用が促されるように，必

要な情報を提供するよう

努めます。 

 

② 障がい種別によらない

サービス提供の推進 

（略） 

障がい福祉サービスの活

用が促されるように，必

要な情報を提供します。 

 

委員の意見の反映 

２ ⑤ 障がいのある子どもの

健やかな育成のための発

達支援 

 （略） 

地域社会への参加や包容

（インクルージョン）を

推進します。 

 

⑤ 障がいのある子どもの

健やかな育成のための発

達支援 

 （略） 

地域社会への参加や包摂

（インクルージョン）を

推進します。 

 

委員の意見の反映 

  



 

頁 
変更内容 

変更理由 
旧 新 

３ ⑦ 障がいのある人の社会

参加を支える取組 

 障がいのある人の社会

参加を促進するため，障

がいのある人が障がいの

ない人と実質的に同等の

情報を得られるようにす

る           

     情報保障の確

保を図ります｡ 

⑦ 障がいのある人の社会

参加を支える取組 

 障がいのある人の社会

参加を促進するため，障

がいのある人が障がいの

ない人と実質的に同等の

情報を得られるようにす

るため多様な意思疎通支

援を講じて情報保障の確

保を図ります｡ 

委員の意見の反映 

６ 「訓練等給付」中「施設入

所支援（グループホーム）｣ 

「訓練等給付」中「共同生

活援助（グループホーム）｣ 

誤謬の訂正 

13 ・ 差別や偏見のない，あ

らゆる人が共生できる包

摂的（インクルーシブ）

な社会の実現に向けた支

援やサービスの提供体制

の構築に向けた関係機関･

団体による協議の場の確

保 

・ 差別や偏見がなくなる

よう努力し，あらゆる人

が共生できる包摂的（イ

ンクルーシブ）な社会の

実現に向けた支援やサー

ビスの提供体制の構築に

向けた関係機関･団体に

よる協議の場の確保 

「差別や偏見のない」

という状態は存在しな

いという委員の指摘か

ら 

14 ・ 授産製品の受注拡大  

             

     等による工賃向

上の促進 

・ 授産製品の受注拡大や

販売者の拡大，販売所の

複数設置等による工賃向

上の促進 

委員の意見の反映 

16 （追加） ２ 精神障害者にも対応し

た地域包括ケアシステム

の構築 

  精神障がい者が，地域

の一員として安心して自

分らしい暮らしをするこ

とができるよう，本市で

は，函館地域障害者自立

支援協議会の地域移行定

着部会を活用し，健康・

保健・福祉関係者らによ

り，精神障がい者にも対

応した地域包括ケアシス

テムの構築に向けた協議

を行います。 

記載漏れ。 

以降の成果目標の番号

は，１つずつずれる。 

  

 



 

頁 
変更内容 

変更理由 
旧 新 

18 ４ 障がい児支援の提供体

制の整備 

 医療ケア児や重度心身

障がい児等が適切な支援

を受けることができるよ

う，保健，医療，障がい

福祉，保育，教育等の関

係機関が連携を図り，本

市，北斗市，七飯町の２

市１町で共同設置してい

る函館地域障害者自立支

援協議会を協議を行いつ

つ，国の基本指針に従っ

て，令和５年度までに北

海道が養成する医療的ケ

ア児等に関するコーディ

ネーターの活用を図りま

す。 

５ 障がい児支援の提供体

制の整備 

 医療ケア児や重度心身

障がい児等が適切な支援

を受けることができるよ

う，保健，医療，障がい

福祉，保育，教育等の関

係機関が連携を図り，本

市，北斗市，七飯町の２

市１町で共同設置してい

る函館地域障害者自立支

援協議会において協議を

行いつつ，国の基本指針

に従って，令和５年度ま

でに北海道が養成する医

療的ケア児等に関するコ

ーディネーターを配置し,

その活用を図ります。 

誤謬の訂正および表現

の整理 

21  重度障害者等包括支援に

ついては，過去の利用実績

はありませんが      

           ， 

今後利用があるものとして

見込みました。 

 重度障害者等包括支援に

ついては，過去の利用実績

はありませんが，施設入所

者の地域移行に連動して，

今後利用があるものとして

見込みました。 

委員の意見の反映 

31 （追加） ③ 自立生活援助 

  平成30年度から開始さ

れたサービスで，障害者

支援施設やグループホー

ム等から一人暮らしへの

移行を希望する人に，定

期的な巡回訪問や随時の

対応により，円滑な地域

生活に向けた相談・助言

等を行います。(以下略) 

記載漏れ。 

ページが増えることに

より，以降１ページず

つずれる。 

 

  



 

頁 
変更内容 

変更理由 
旧 新 

43 

(42) 

※ 

ア 手話通訳者・要約筆記者派遣事業の表 

区分 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

 第５期見込量 Ａ 件  1,568 1,568 1,568 

   実 績  Ｂ 件 1,673 1,416 1,343 1,331 

 手話通訳者 件 1,500 1,225 1,182 1,150 

要約筆記者（手書き） 件 91 127 101 110 

要約筆記者（ＰＣ） 件 82 64 60 71 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 件  -152 -225 -237 
 

委員の意見の反映。 

実績の項の下に内訳を

記載 

52 

(51) 

※ 

⑤ スポーツ・レクリエー

ション教室開催等 

 スポーツ・レクリエー

ションを通じて，障がい 

  者等の体力増強， 

（略） 

【見込み】 

             

   現在実施している事

業を継続して実施します｡ 

⑤ スポーツ・レクリエー

ション教室開催等 

 スポーツ・レクリエー

ションを通じて，障がい

児・者等の体力増強， 

（略） 

【見込み】 

 対象者の拡大も検討しな

がら，現在実施している事

業を継続して実施します｡ 

委員の意見の反映。 

対象範囲を広く考える

考え方を採用 

55 追加 【資料編】 資料編の追加 

※ 括弧内のページ数は，第４回会議資料におけるページ数を表す。 

 


